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◎
補
装
具
の
種
目
、
購
入
又
は
修
理
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新

旧

対

照

条

文

○
補
装
具
の
種
目
、
購
入
又
は
修
理
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
八
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

１

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と

１

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
五
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
補
装
具
の

い
う
。
）
第
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
補
装
具
の

種
目
は
、
義
肢
、
装
具
、
座
位
保
持
装
置
、
盲
人
安
全
つ
え
、
義
眼
、
眼
鏡
、

種
目
は
、
義
肢
、
装
具
、
座
位
保
持
装
置
、
盲
人
安
全
つ
え
、
義
眼
、
眼
鏡
、

補
聴
器
、
車
い
す
、
電
動
車
い
す
、
座
位
保
持
い
す
、
起
立
保
持
具
、
歩
行
器

補
聴
器
、
車
い
す
、
電
動
車
い
す
、
座
位
保
持
い
す
、
起
立
保
持
具
、
歩
行
器

、
頭
部
保
持
具
、
排
便
補
助
具
、
歩
行
補
助
つ
え
及
び
重
度
障
害
者
用
意
思
伝

、
頭
部
保
持
具
、
排
便
補
助
具
、
歩
行
補
助
つ
え
及
び
重
度
障
害
者
用
意
思
伝

達
装
置
と
し
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
基
準
以
外
の
基
準
に
つ
い
て

達
装
置
と
し
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
基
準
以
外
の
基
準
に
つ
い
て

は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
障
害
の
現
症
、
生
活
環
境
等
を
特
に

は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
障
害
の
現
症
、
生
活
環
境
等
を
特
に

考
慮
し
て
市
町
村
が
費
用
を
支
給
す
る
補
装
具
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
規
定
に

考
慮
し
て
市
町
村
が
費
用
を
支
給
す
る
補
装
具
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
障
害
者
更
生
相
談

か
か
わ
ら
ず
、
法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
障
害
者
更
生
相
談

所
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
の
意
見
に
基
づ
き
当
該
市
町
村
が
定

所
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
の
意
見
に
基
づ
き
当
該
市
町
村
が
定

め
る
も
の
と
す
る
。

め
る
も
の
と
す
る
。
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